
■郡山市こども・若者計画【実施計画2026】（案）について

■ 1 実施計画の目的

基本目標

(何のために？)

施策の展開

（何を？）

実施計画

（誰が、どうやって?)

■２ 実施計画事業の考え方

各基本目標を実現するための具体的な事業や取組（手段）を明らかにし、計画の推進を図る。

基本目標 施策の展開 実施計画

前期計画である第２期ニコニコ子ども・子育てプランの実施計画をベースに、新たな施策体系に基づき、事業の掘り起こしと整理を行い、

【実施計画2025】を令和７年３月に策定しました。

今回の【実施計画2026】は、 【実施計画2025】をもとに、新規事業の追加や終了した事業の削除を行ったものです。

各施策の展開ごとに位置付ける

Ⅱ-1-(1)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-1-(2)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-2-(1)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-2-(2)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-2-(3)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-2-(4)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-2-(5)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-2-(6)＊＊＊＊＊事業
Ⅱ-2-(7)＊＊＊＊＊事業

・
・
・

(例)

資料２

■３ こども・若者計画【実施計画】の事業区分、スケジュールについて

〇事業区分（評価の対象事業）

実施計画事業を以下の２つに区別し、

「対象事業」についてのみ評価する。

・対象事業…政策的判断、PDCAサイクルになじむ事業

・経常事業…給付事業、特定の団体等への補助・助成、施設整備、

学校教育分野
※「こども・若者計画」の評価実施は令和８年度から



■郡山市こども・若者計画【実施計画2026】（案）について

■ ４ 事業について

資料２

〇削除する事業 ３件

施策の体系 合計 対象事業 経常事業 （再）対象事業 （再）経常事業

Ⅰ ライフステージを通した重要事項 ７７ ３０ ４６ ０ １

Ⅱ ライフステージ別の重要事項 ７３ ２５ ３７ １０ １

Ⅲ 子育て当事者への支援に関する重要事項 ３９ １０ １５ ４ １０

合計 １８９ ６５ ９８ １４ １２

〇総事業数 １８９事業（うち、再掲２６事業）

・対象事業（評価対象）…６５事業 ＋ 再掲１４事業

・経常事業（評価外） …９８事業 ＋ 再掲１２事業

事業名 施策の体系

Koriyama Z-LINK(パートナー制度) Ⅰ ライフステージを通した重要事項
１ 「こどもの権利」の普及・啓発と意見聴取の機会創出Koriyama Z-PRO事業

重層的支援体制整備推進事業

Ⅱ ライフステージ別の重要事項

〈青年期〉３ すべての若者が社会の一員として尊重され自己実現できる地域づくり

（５）若者の社会的包摂を実現するための体制づくり

事業名 施策の体系 理由

特別児童扶養手当 Ⅰ ライフステージを通した重要事項

５ 障がい児支援 ・医療的ケア児等への支援

県給付事業であり、市の役割は窓口受付のみで

あるため障害児福祉手当

育パパサポート奨励事業
Ⅲ 子育て当事者への支援に関する重要事項

３ 共働き・共育ての推進
事業を廃止するため

〇新規事業 ３件



　郡山市こども・若者計画【実施計画2026】施策体系及び事業一覧

Ⅰ　ライフステージを通した重要事項

こども・若者計画　基本目標 こども・若者計画　施策の展開 合計 対象事業 経常事業
（再）

対象事業
（再）

経常事業
事業（代表的なもの、新規）

１　こども・若者が権利の主体である
　　ことの社会全体での共有等

「こどもの権利」の普及・啓発と意見聴取の機会創出 4 3 1 0 0
Koriyama Z-LINK(パートナー制度)【新規】
Koriyama Z-PRO事業【新規】

（１）遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着 14 4 10 0 0 小中学生の体づくり推進事業

（２）こどもまんなかまちづくり 4 1 3 0 0 子育て環境整備促進（ベビーファースト）事業

（３）こども・若者が活躍できる機会づくり 2 1 1 0 0 青少年の社会参加活動推進事業

（４）こども・若者の可能性を広げていくための
　　　　　　　　　　　　ジェンダーギャップの解消

3 1 2 0 0 男女共同参画推進事業

（１）プレコンセプションケアを含む成育医療等
　　　　　　　　　　　　　　　に関する相談支援等

3 2 1 0 0 母子健康教育事業

（２）慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援 1 0 1 0 0 小児慢性特定疾病医療費助成事業

（１）教育の支援 3 2 1 0 0 ひとり親家庭等こどもの生活・学習支援事業

（２）生活の支援 3 2 1 0 0 市営住宅ひとり親世帯向け優先募集の実施

（３）保護者の就労支援
【再掲】Ⅲ-1 子育てや教育に関する経済的負担の軽減

1 1 0 0 0 母子自立支援事業

（４）経済的支援　【再掲】Ⅲ-4 ひとり親家庭への支援 7 0 7 0 0 児童扶養手当

５　障がい児支援・医療的ケア児等
　　　　　　　　　　　　への支援

障がい児支援・医療的ケア児等への支援 13 4 9 0 0 医療的ケア児保育支援事業

（１）児童虐待防止対策等の更なる強化 4 1 3 0 0 児童虐待防止対策事業

（２）社会的養護を必要とする
　　　　　　　　　　　　こども・若者に対する支援

2 1 0 0 1 福祉まるごと支援事業

（３）ヤングケアラーへの支援 1 1 0 0 0 ヤングケアラーへの支援

（１）こども・若者の自殺対策 1 1 0 0 0 自殺対策推進事業

（２）こども・若者への性犯罪・性暴力対策 3 0 3 0 0 性暴力被害の相談窓口の啓発

（３）犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備 7 4 3 0 0 通学路等交通安全確保事業

（４）非行防止 1 1 0 0 0 街頭補導活動事業

２　多様な遊びや体験、活躍できる
　　機会づくり

３　こどもや若者への切れ目のない
　　保健・医療の提供

４　こどもの貧困対策

６　児童虐待防止対策と社会的養護の
　　推進及びヤングケアラーへの支援

７　こども・若者の自殺対策、犯罪な
ど
　　からこども・若者を守る取組

事業数

資料２



　郡山市こども・若者計画【実施計画2026】施策体系及び事業一覧 資料２

Ⅱ　ライフステージ別の重要事項

こども・若者計画　基本目標 こども・若者計画　施策の展開 合計 対象事業 経常事業
（再）

対象事業
（再）

経常事業
事業（代表的なもの、新規）

（１）妊産婦やこどもの切れ目ない健康の確保 12 7 5 0 0 妊娠・出産包括支援事業

（２）こどもの誕生前から幼児期までの
　　　　　　　　　こどもの成長の保障と遊びの充実

22 7 14 1 0 保育士・保育所支援センター事業

（１）こどもが安心して過ごし学ぶことのできる
　　　　　　　　　　　　　　　　　教育環境の充実

12 1 11 0 0 小中学校特別支援教育派遣事業

（２）安心して過ごせる多様な居場所の提供 5 2 2 1 0 郡山市放課後児童児童クラブの指定管理運営

（３）小児医療体制の充実及び心身の健康
　　　　　　　に関する正しい知識の普及と相談支援

2 0 2 0 0 市立学校フッ化物洗口

（４）成年年齢を迎える前に必要となる知識
　　　　　　　　　　　　に関する情報提供や教育

1 0 1 0 0 若者への消費者啓発の実施

（５）いじめ防止 2 1 1 0 0 スクールカウンセラー配置事業

（６）不登校のこどもへの支援 2 1 0 1 0 教育支援センター事業（「ふれあい学級」）

（７）体罰や不適切な指導の防止 1 0 1 0 0 郡山市立学校教職員服務倫理対策検討委員会

（１）すべての若者の生きる権利の保障 4 2 0 2 0 ひきこもり支援事業

（２）希望と必要に応じた学びの機会の保障 1 0 0 1 0 生活困窮者自立支援事業

（３）働きがいのある就労と多様なキャリア形成の実現 1 1 0 0 0 多様な働き方支援事業

（４）若者の意見表明と社会参画の推進 4 0 0 3 1 郡山ユースカウンシル事業

（５）若者の社会的包摂を実現するための体制づくり 2 1 0 1 0 重層的支援体制整備推進事業【新規】

（６）結婚を希望する方への支援、
　　　　　　　　　　結婚等に伴う新生活への支援

2 2 0 0 0 未来をつむぐ婚活支援事業

Ⅲ　子育て当事者への支援に関する重要事項

こども・若者計画　基本目標 こども・若者計画　施策の展開 合計 対象事業 経常事業
（再）

対象事業
（再）

経常事業
事業（代表的なもの、新規）

１　子育てや教育に関する
　　経済的負担の軽減

経済的支援
【再掲】Ⅰ-4-(4)子どもの貧困対（経済的支援）

9 2 7 0 0 市営住宅子育て世帯向け優先募集の実施

２　地域子育て支援、家庭教育支援
保護者の孤立を防ぐための地域子育て支援、
　　　　　　　　　　　　　　　家庭教育支援

17 8 7 1 1 こども総合支援センター「ニコニコこども館」事業

３　共働き・共育ての推進
共働き・共育ての推進、
　男性の家事・子育てへの主体的な参画促進

2 0 1 0 1 乳児保育事業

４　ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭への支援
【再掲】Ⅰ-4-(3)子どもの貧困対（保護者の就労支援）

11 0 0 3 8 母子自立支援事業

事業数

〈こどもの誕生前から幼児期まで〉
１　切れ目ない「子育て」支援と
　　質の高い「子育ち」環境の整備

〈学童期 ・思春期〉
２　こどもの健全育成と
　　多様な居場所の提供

〈青年期〉
３　すべての若者が社会の一員として
　尊重され自己実現できる地域づくり

事業数


